


「第 2回琵琶湖・淀川流域市町村長懇談会」を開催

１．概要及び主旨

近畿地方整備局では、淀川水系における治水、利水、環境等に関する河川管理の長期

的な方針を総合的に定める「淀川水系河川整備基本方針」が今年8月16日に策定されたの

を受けて、今後の河川整備の具体的な内容をお示しする河川整備計画を速やかに策定す

べく、このたび河川整備計画の原案を作成し、8月28日に公表したところです。河川整備計

画原案は、関係住民、学識経験者、関係自治体の長に対し、河川整備の内容について河

川管理者の考えを丁寧に説明し、幅広いご意見をお聴きするために作成した、いわゆるた

たき台の案です。したがって、その内容は河川管理者として検討したものではありますが、

この原案に固執することなく、今後いただいた幅広いご意見を踏まえ、さらに内容を充実さ

せる考えです。このための取り組みの一つとして、琵琶湖・淀川流域市町村懇談会を開催

することとし、10月4日に京都市内で第1回懇談会を開催するのに引き続き、第2回懇談会の

開催を下記のとおり、開催いたします。

２．開催日時・場所

■第 2回琵琶湖・淀川流域市町村長懇談会
◇開催日時 平成１９年１１月６日（火） １０時００分～１２時００分

◇開催場所 コラボしが21 3階大会議室

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜２－１

TEL 077-511-1400

◇開催概要 琵琶湖・淀川流域の沿川自治体の市町村長にお集まりいただ

いて、淀川水系河川整備計画の策定にあたって、ご意見をいた

だきます。

３．懇談会の申し込み

（１）懇談会の公開

・懇談会は公開とし、当日は各会場内に記者席及び一般傍聴者席を設けます。

（２）傍聴の申し込み

・各会場の傍聴の申し込み受付は１０月３日（水）１４時より行います。

・各会場の都合により傍聴者席には限りがあります。このため、傍聴受付は

先着順とさせていただきます。

・ホームページまたは、ファックスより申し込みいただけます。詳しくは、

下記をご参照下さい。

・申し込みは１回につき、お一人とします。

・傍聴者は定員になり次第締め切りさせていただきます。

・申し込みの結果は、ホームページより申し込みされた方はＥメールかファ

ックスで事務局より連絡いたします。ファックスで申し込みされた方は電

話かファックスで事務局より連絡いたします。

・申し込み締め切りは、１１月２日（金）１７時とさせていただきます。



・申し込みに関するお問い合わせは、平日の１０時～１７時に以下の担当者

までお願いします。

（ＴＥＬ）０６－６９４５－６３５５

近畿地方整備局 河川計画課 今須または成宮

ホームページによる申し込み

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/seibi/index.html
(近畿地方整備局 淀川河川事務所)

ファックスによる申し込み

０７２－８４４－５４６１（近畿地方整備局 淀川河川事務所）

※ファックスによる申し込みの場合は、お名前（ふりがな）、郵便番号、

住所、連絡先（TEL、FAX）のご記入をお願いします。

４．その他

（１）当日は受付を設けますので。必ず受け付けで氏名等をご記入下さい。

（２）資料は、当日会場で配布します。




